
（申請者向け資料） 

【令和７年度第２回】JR烏山線通学定期券購入費補助金交付申請について 

  

〇 対象となる定期券                                

 ・令和７年４月分～令和８年３月分の JR烏山線区間を含む通学定期券が対象です。 

 ・第２回受付では、申請時点で有効期限が切れていない定期券についても申請をお願いし 

ます。【例】定期券有効期限：1/8～4/7（３箇月）、申請日：2/24（火）～3/9（月） 

 ・期間内の申請が困難な場合は、事前にご相談をお願いします。 

 

〇 年度をまたぐ定期券について                           

⑴ 高校１、２年生の保護者様 

年度をまたぐ定期券を購入した場合、第２回受付での申請対象は令和８年３月分まで 

です。４月分以降については、令和８年度中に再度申請後、交付となります。 

 ※申請される方によって購入した期間が違うため、手元にある定期券が何月分に当たる 

かは、定期券の有効期間等を確認し、市まちづくり課で判断します。 

【例１】定期券が何月分に当たるかの考え方 

 定期券購入期間 令和７年度第２回申請対象 令和８年度申請対象 

１ 1/8～4/7（３箇月） 1/8～4/7 ⇒ １～３月分 無 

２ 1/8～7/7（６箇月） 1/8～4/7 ⇒ １～３月分 4/8～7/7 ⇒ ４～６月分 

３ 1/23～4/22（３箇月） 1/23～3/22 ⇒ ２～３月分 3/23～4/22 ⇒ ４月分 

４ 2/8～5/7（３箇月） 2/8～4/7 ⇒ ２～３月分 4/8～5/7 ⇒ ４月分 

 

【例２】年度をまたぐ定期券を購入した場合の申請方法 

 

 

 

 

 

 

 

 ※100 円未満切捨て 

  

 

 

⑵ 高校３年生の保護者様 

令和８年４月分通学定期券より、専門学生を含む大学生等も補助対象となりますので、 

定期券の写しを保管いただけますようお願いします。詳細は追ってご連絡します。 

 

通学３箇月 

烏 山 学 宝積寺 
 

２月８日から 

2026.-５.-７まで 

⑴ 今回（令和７年度第２回受付） 

令和７年度に当たる、２～３月分を申請 

・２～３月分：2/8～4/7（２箇月） 

・支給額：（21,390円÷3箇月）×2箇月×1/4＝3,500円※ 

⑵ 次回（令和８年度受付） 

令和８年度に当たる、４月分を申請 

・４月分：4/8～5/7（１箇月） 

・支給額：（21,390円÷3箇月）×1箇月×1/4＝1,700円※ 

■申請・問合先 那須烏山市まちづくり課地域交通グループ ☎0287-83-1151 

⚠年度をまたぐ定期券を購入した方は、２回に分けて申請が必要ですので、 

定期券の写し（写真可）を保管いただきますようお願いします。 


